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チーム医療における持参薬管理の推進
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【目的】2003年 より、整形外科病棟では、薬剤

師が持参薬管理に関わり推進 してきた。 2006年
2月 から電子カルテ移行に伴い、今までの管理方法

を基に、持参薬管理システムを導入。今回、同シス

テムの運用をふまえ、評価・検討 した。【方法】持

参薬管理システムの次の点について、利点 。問題点

をまとめた。 1.入院時、薬剤師が持参薬報告を入

力。2.主治医は報告を基に、持参薬処方を入力。3.

時間外、休 日は、看護師が持参薬報告用紙に手書き

で記載。または、主治医が直接持参薬処方を入力。

4.麻薬がある場合には、持参麻薬確認用紙に記載

し、薬剤部麻薬担当者へ報告。主治医はそれを基に、

麻薬の持参薬処方を入力。【結果・考察】 1.電子

カルテ移行後、持参薬報告は、外来時の処方薬をコ

ピー出来るため、手書きの報告書より簡単になった。

2.主治医は持参薬報告の中で継続する薬剤のみを

コピーできるため、オーダリング時よりも簡潔に持

参薬処方が出来る様になった。また、持参薬報告に

当院採用薬の規格の記載をする事により、院内処方

に切 り替えの際、薬品名、用法・用量が適正に処方

される役割をしていると考えられる。そして、持参

薬処方が薬歴に反映するため、現在の使用薬斉Jがす

ぐに把握する事が出来る様になり、投薬ミスを防止

する役割を持っていると考えられる。 3 手書きの

持参薬報告書の問題′点としては、薬品名の転記ミス

や、院内処方への切 り替え時、規格の違いから、用

量のミスが生じる可能性がある。そのため、出来る

だけ早く薬剤師による持参薬確認が必要である。 4.

薬剤部麻薬担当者も持参麻薬を把握する事が出来る。

以上より、薬斉」師が持参薬報告をする事により、正

確に投薬が行われ、チーム医療の推進に繋がつてい

くと考えられる。
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20年 5月 2日 にミャンマーを襲ったサイクロン 。ナル

ギスは南部デルタ地帯を横断 してエーヤワディ管区

とヤンゴン管区に多 くの被害をもた らした。死者は

78,000人 、行方不明者 56,000人 、被災者

は 240万 人に達す るといわれている。 ミャンマ

ー赤十字社 (MRCS)に は救急法指導者が 304人 、

CBFA指導者が 1071人 、PSP(こ ころのケア )

指導者が46名 お り、救急法を受講 したボランティア

も 28,165人 と多 く、MRCSは ボランティアを

動員 して救援物資の輸送や配布を行つていた。連盟

は FACTの 派遣 を決定、 日赤か らは小職が保健 医

療担当 FACT要員 として参加 し、5月 10日 に ミャン

マーに到着 した。 しか し、政府の方針で外国人はヤ

ンゴン市外への移動を禁 じられているため、MRC
S本社内にある連盟事務所において、連盟の Hedth

要員 と現状分析 と、保健医療面の支援の必要性 と可

能性について協議、発災後 6カ 月までの急性期の支

援計画を策定、さらに 6カ 月～ 12か月の中期、お

よび 12カ 月以降の長期支援計画の可能性を検討 し

た。急性期の支援計画 として、連盟が有する BHC―

ERUを活用 した保健医療システム支援事業 とMRCS

ボランティアを活用する地域 レベルの伝染病予防を

中心 とした保健衛生支援事業 との 2つ の支援計画を

策定 した。保健 医療 システム支援計画は MRCS社

長の MRCSは 医療救援 には係 わ らない との方針の

ため、実現に至 らなかつたが、保健衛生支援計画は

5月 23日 に MRCSの 承認 を得 られ、 5月 30日

に第 1回の研修会を開催す る予定である。外国人の

活動は制限されてお り、FACTが被災地の調査をす

ることができなかつたので、MRCS職員やボランテ

ィアが我々の目であ り、耳であつた といえる。 さら

に、実際の救援活動も直接行えず、足 も手も MRCS

に依存 していた。唯一、支援計画の作成で頭を使つ

たことが評価に値する活動 といえよう。
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